
施設名等 所在地 開設日時 対象

①中央図書館
　(セミナールーム) 中野2-9-7 指定日の午前9時～午後6時

☆指定日は区HPで確認を
小・中学生、高校生

②野方図書館
　(子ども・YAイベントルーム) 野方3-19-5 毎日午前9時～午後6時

③みなみのライブラリー 弥生町4-27-11
(みなみの小学校内)

毎日午前10時～午後7時 小・中学生
☆誰でも利用できる席あり④美鳩ライブラリー 大和町4-26-5

(美鳩小学校内）

⑤中野第一ライブラリー　　本町3-16-1(中野第一小学校内)

⑥南中野児童館
　（自習室） 弥生町4-36-15 火～土曜日午前9時～午後5時

（正午～午後1時を除く)
小学校4～6年生、
中学生、高校生

⑦若宮児童館
   （自習室） 若宮3-54-7 火～土曜日午前9時～午後4時45分

（正午～午後1時を除く)

⑧城山ふれあいの家
　（学習ルーム） 中野1-20-4 月～土曜日午前10時～午後5時45分

（正午～午後1時を除く)

⑨みずの塔ふれあいの家
　（中高生用自習室） 江古田 1-9-24 木・金曜日午後3時～4時30分 中学生、高校生

次の施設では、静かで快適な環境で集中できるよう、夏季休業期間中（7月21日～8月31日）
に小・中学生、高校生の学習スペースを設けています。ぜひご利用ください。
☆下表の①～⑤は毎月第２月曜日・最終金曜日休館。⑥～⑨は祝・休日休館。
また②～⑤、⑧は、夏季休業期間外も開放

上記の表の③～⑤は4月に開館した地
域開放型学校図書館です。小学校内に設置
され、どなたでも利用できます。授乳室や
乳幼児の専用コーナーもあります。

図書館HPでは、お子さんにおすすめの図書を年
齢ごとに紹介しています。夏休みに本との出会い
を広げませんか。

◀ 詳しくは、区HPを
ご覧ください

▲ 図書館HP

子ども政策調整係／5階
☎（3228）3262　 （3228）5679

区選挙管理委員会／9階
☎（3228）8092　 （3228）5687

消費生活センター／1階
☎（3389）1191　 （3389）1199

子育てサービス係／3階
☎（3228）5612　 （3228）5657

夏休みに使える
学習スペース

子ども・子育て情報
掲示板

●お子さんが使える学習スペース一覧（7月21日～8月31日）

▲ 美鳩ライブラリー

夏季休業期間中は毎日開館（休館日除く）
地域開放型学校図書館のご利用を

小・中学生、高校生向けのおすすめ本を紹介

明るい選挙ポスター
コンクール作品を募集します

夏休み親子くらしの講座
（2 件）

「夏休み工作 ダンボール椅子を
作ろう！」

ひとり親支援事業

対象  区内在住・在学の小・中学生、高校生
募集作品  明るい選挙の推進を自由に表現したポス
ター。用紙＝四つ切り（542mm×382mm）か八つ切り

（382mm×271mm）の画用紙、画材＝自由（紙や布な
どを貼っても可）
申込み  学校へ直接提出するか、作品裏面の右下に学
校名、学年、氏名とふりがなを記入して9月10日までに
直接、区選挙管理委員会へ
☆全応募者に参加賞あり。入選・
佳作作品は、区民活動センター
などで開催するポスター展で展
示する他、区HPでも公開。なお、
入選作品は、東京都が行う第2
次審査会に提出。また、選挙の
啓発などに利用する場合があり
ます

　次の①②とも
会場  区役所1階特別集会室
申込み  7月6日〜20日に電子申請か、電話で消費生活
センターへ。先着10組20人。（先着5人）希望の方は、
あわせて申し込みを

対象  区内在住のひとり親家庭で、小・中学生、高
校生とその保護者
日時  8月8日（日・祝）午後1時〜4時
会場  中野区さつき寮
申込み  7月7日〜21日に電話で、子育てサービス
係へ。先着5組（お子さんは7人まで）。（先着5人）
希望の方は、あわせて申し込みを

昨年の小学生の
入選作品

▶︎

①「クイズと貯金箱づくりで楽しくお金を
学ぼう！」
日時  8月3日（火）午前10時〜11時30分
対象  区内在住・在学の小学校1〜3年生とその

保護者

②「家庭でのネットやスマホのルール作りの
コツ」
日時  8月5日（木）午前10時〜11時30分
対象  区内在住・在学の小学校4〜6年生とその

保護者

詳しくは都HPで
確認を▶︎

中野区社会福祉協議会　☎（5380）5775

受験生チャレンジ支援貸付の
ご利用を

　受験料や塾の費用を無利子で借りられ、高校・大
学などに入学すると返済が免除されます。貸し付け
要件などについて詳しくは、中野区社会福祉協議
会へ問い合わせを。
対象  中学3年生・高校3年生のお子さんがいる、

所得が一定基準以下の世帯
☆新型コロナウイルスの影響で収入が前年より減
少した方も、対象となる場合があります。相談は、前
日までに予約が必要。第3月曜日を除く平日午前9
時〜午後5時に電話で、同協議会へ
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